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ま え が き 

 
 本報告書は、厚生労働省の要請を受けて当機構が実施した「諸外国の公共安定機関に関す
る調査」の結果をとりまとめたものである。イギリス、ドイツ、フランス、アメリカの 4 カ
国を対象に、これらの国の公共職業安定機関の組織・体制やパフォーマンス等に関する調査
を行った。 

 

 本報告書が諸外国の公共職業安定機関について理解を深める一助となれば幸いである。 
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